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議案第９号 

君津市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 君津市税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

平成２９年２月２１日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方

交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成２８年法律第８６号）等の

公布等に伴い、個人市民税住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長及び法人市民税法

人税割の税率の引下げを行うとともに、軽自動車税環境性能割について新たに規定するほ

か、所要の規定の整備を行うため、君津市税条例（昭和４５年君津市条例第２７号）、君

津市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年君津市条例第１７号）及び君津市税条例

等の一部を改正する条例（平成２７年君津市条例第２３号）の一部を改正しようとするも

のである。 
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君津市条例第  号 

君津市税条例等の一部を改正する条例 

（君津市税条例の一部改正） 

第１条 君津市税条例（昭和４５年君津市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第２４条の２第１項第３号中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利

活動法人」に改める。 

  第９５条第１項第１号中「で年齢１８歳未満のもの」を削る。 

  附則第４条の３の２第１項中「平成４１年度」を「平成４３年度」に、「平成３１年」

を「平成３３年」に改める。 

  附則第１１条第１項中「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表中「第 

８８条第２号ア」を「第２号ア」に改め、同条第２項中「規定する」を「掲げる」に、

「平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平

成２９年３月３１日まで」に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」

に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」を加え、同項の表中「第８８条第２号ア」を

「第２号ア」に改め、同条第３項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日

から平成２８年３月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日ま

で」に、「において、平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、「左欄に掲

げる」の次に「同条の」を加え、同項の表中「第８８条第２号ア」を「第２号ア」に改

め、同条第４項中「規定する」を「掲げる」に、「平成２７年４月１日から平成２８年３

月３１日まで」を「平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで」に、「において、

平成２８年度分」を「には、平成２９年度分」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同条の」

を加え、同項の表中「第８８条第２号ア」を「第２号ア」に改める。 

第２条 君津市税条例の一部を次のように改正する。 

 第８条中「二輪」を「２輪」に、「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

 第１０条中「）、第５３条、第７４条」の次に「、第８７条の６第１項」を加え、同

条第２号及び第３号中「第１０３条第１項」を「第８７条の６第１項の申告書、第 

１０３条第１項」に改める。 

 第２２条中「１００分の９．７」を「１００分の６」に改める。 
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 第８６条第１項及び第２項を次のように改める。 

   軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上の軽自動車の取得者に環

境性能割によって、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動

車（以下軽自動車税について「軽自動車等」という。）に対し、当該軽自動車等の所

有者に種別割によって課する。 

 ２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第４４３条第２項に規定する

者を含まないものとする。 

第８６条第３項中「第４４３条」を「第４４５条第１項」に、「によって軽自動車税」

を「により種別割」に、「においては」を「には、第１項の規定にかかわらず」に、「も

の」を「軽自動車等」に改める。 

  第８７条を次のように改める。 

  （軽自動車税のみなす課税） 

第８７条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保してい

る場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１項に規定する３輪以

上の軽自動車の取得者（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取得者」という。）

又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があっ

たときは、新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有

者とみなして、軽自動車税を課する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業者等」と

いう。）が、その製造により取得した３輪以上の軽自動車又はその販売のためその他

運行（道路運送車両法第２条第５項に規定する運行をいう。次項において同じ。）以

外の目的に供するため取得した３輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法

第４４４条第３項に規定する車両番号の指定を受けた場合（当該車両番号の指定前に

第１項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販

売業者等を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該３輪以上の軽自動車を法

の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該３輪以上の軽自動車を運行

の用に供する者を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

  第８７条の次に次の７条を加える。 
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  （日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲） 

 第８７条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に

供するもので救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。 

  （環境性能割の課税標準） 

 第８７条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のために通常要す

る価額として施行規則第１５条の１０に定めるところにより算定した金額とする。 

  （環境性能割の税率） 

 第８７条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率

は、当該各号に定める率とする。 

  (1) 法第４５１条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの １００分の１ 

  (2) 法第４５１条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの  １００分の２ 

  (3) 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの  １００分の３ 

  （環境性能割の徴収の方法） 

 第８７条の５ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 

   (環境性能割の申告納付) 

 第８７条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲げる３輪以上

の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第３３号の４

様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付し

なければならない。 

 ２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、法第４５４

条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第 

３３号の４様式による報告書を市長に提出しなければならない。 

  （環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第８７条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事

項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、

１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、そ
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の発付の日から１０日以内とする。 

  （環境性能割の減免） 

第８７条の８ 市長は、公益のため直接専用する３輪以上の軽自動車又は第９５条第１

項各号に掲げる軽自動車等（３輪以上のものに限る。）のうち必要と認めるものに対

しては、環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項について

は、規則で定める。 

第８８条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条中「軽自動車税の税率

は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し」を「次の各号に掲げる軽自動車等に対して課

する種別割の税率は」に改め、同条第２号ア中 

「２輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 ３，６００円 

３輪のもの 年額 ３，９００円 

４輪以上のもの 

  乗用のもの 

   営業用 年額 ６，９００円 

   自家用 年額 １０，８００円 

  貨物用のもの 

   営業用 年額 ３，８００円 

   自家用 年額 ５，０００円 

専ら雪上を走行するもの 年額 ３，６００円       」 

を 

「(ｱ) ２輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 ３，６００円 

(ｲ) ３輪のもの 年額 ３，９００円 

(ｳ) ４輪以上のもの 

ａ 乗用のもの 

営業用 年額 ６，９００円 

   自家用 年額 １０，８００円 

  ｂ 貨物用のもの 

   営業用 年額 ３，８００円 

   自家用 年額 ５，０００円 

(ｴ) 専ら雪上を走行するもの 年額 ３，６００円       」 

に改め、同号 
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イ中 
「農耕作業用のもの 年額 ２，４００円 

を 
その他のもの 年額 ５，９００円  」 

「(ｱ) 農耕作業用のもの 年額 ２，４００円 
に改める。 

(ｲ) その他のもの 年額 ５，９００円  」 

第８９条（見出しを含む。）及び第９１条（見出しを含む。）中「軽自動車税」を「種

別割」に改める。 

第９２条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「軽自動車税」

を「種別割」に、「本節」を「この節」に、「第３３号の４様式」を「第３３号の４の

２様式」に改め、同条第２項中「については」を「にあっては」に、「第３３号の４様

式」を「第３３号の４の２様式」に、「並びに原動機付自転車」を「、原動機付自転車」

に改め、同条第３項中「については」を「にあっては」に、「第３３号の４様式」を「第

３３号の４の２様式」に改め、同条第４項中「第８６条第２項」を「第８７条第１項」

に改める。 

第９３条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「第８６条第

２項」を「第８７条第１項」に改める。 

  第９４条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「軽自動車税」

を「種別割」に改め、「ことができる」を削り、同条第２項及び第３項中「軽自動車税」

を「種別割」に改める。 

  第９５条の見出し中「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「掲げる軽自

動車等」の次に「のうち必要と認めるもの」を加え、「軽自動車税」を「種別割」に改

め、「ことができる」を削り、同項第１号中「のうち、市長が必要と認めるもの」を削

り、同条第２項から第４項までの規定中「軽自動車税」を「種別割」に改める。 

  第９６条第２項中「第４４３条」を「第４４５条」に、「第８７条第２号」を「第 

８７条の２」に、「軽自動車税」を「種別割」に改め、同条第７項中「軽自動車税」を

「種別割」に改める。 

  附則第１０条の１０の次に次の５条を加える。 

  （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

 第１０条の１１ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章第２節の規

定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとす

る。 



- 38 - 

  （軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

 第１０条の１２ 市長は、当分の間、第８７条の８の規定にかかわらず、県知事が自動

車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める３輪以上の軽

自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。 

  （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

 第１０条の１３ 第８７条の６の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市

長」とあるのは、「県知事」とする。 

  （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

 第１０条の１４ 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うた

めに要する費用を補償するため、法附則第２９条の１６第１項に掲げる金額の合計額

を、徴収取扱費として県に交付する。

  （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

 第１０条の１５ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第８７条の４の規定の適用につ

いては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０.５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

 ２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第８７条の４（第３号に係る部分に限る。）

の規定の適用については、同号中「１００分の３」とあるのは、「１００分の２」と

する。 

附則第１１条の見出し中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第１項中「初

めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を「最初の法第４４４条第３項

に規定する」に改め、「（以下この条において「初回車両番号指定」という。）」を削

り、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同項の表を次のように改める。 

第２号ア(ｲ) ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア(ｳ)a ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア(ｳ)b ３，８００円 ４，５００円 
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 ５，０００円 ６，０００円 

附則第１１条第２項から第４項までを削る。 

附則第１５条中「１００分の１２．１」を「１００分の８．４」に改める。 

附則第１６条第１項第１号中「１２．１分の２．４」を「８．４分の２．４」に、同

項第２号中「１２．１分の１．２」を「８．４分の１．２」に改める。 

（君津市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 君津市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年君津市条例第１７号）の一部

を次のように改正する。 

  附則第５条中「新条例第８８条及び新条例」を「君津市税条例第８８条及び」に改め、

「左欄に掲げる」の次に「同条例の」を加え、同条の表新条例第８８条第２号アの項及

び新条例附則第１１条第１項の表以外の部分の項中「新条例」を削り、同表新条例附則

第１１条第１項の表第８８条第２号アの項の項を次のように改める。 

附則第１１条第１項の

表第２号アの項 

第２号ア 平成２６年改正条例附則第５条の規定

により読み替えて適用される第８８条

第２号ア 

３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

第４条 君津市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年君津市条例第１７号）の一部

を次のように改正する。 

  附則第５条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条の表を次のように改め

る。 

第８８条第２号ア(ｲ) ３，９００円 ３，１００円 

第８８条第２号ア(ｳ)a ６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第８８条第２号ア(ｳ)b ３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 
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附則第１１条    第８８条 君津市税条例等の一部を改正する条例

（平成２６年君津市条例第１７号。以下

この条において「平成２６年改正条例」

という。）附則第５条の規定により読み

替えて適用される第８８条 

附則第１１条の表第２

号ア(ｲ)の項 

第２号ア(ｲ) 平成２６年改正条例附則第５条の規定

により読み替えて適用される第８８条

第２号ア(ｲ) 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１１条の表第２

号ア(ｳ)aの項 

第２号ア(ｳ)a 平成２６年改正条例附則第５条の規定

により読み替えて適用される第８８条

第２号ア(ｳ)a 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１１条の表第２

号ア(ｳ)bの項 

第２号ア(ｳ)b 平成２６年改正条例附則第５条の規定

により読み替えて適用される第８８条

第２号ア(ｳ)b 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

第５条 君津市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年君津市条例第２３号）の一部

を次のように改正する。 

  附則第５条第７項の表第１０条第３号の項中「第１０３条第１項」を「第８７条の６

第１項の申告書、第１０３条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中君津市税条例附則第４条の３の２第１項の改正規定 公布の日 

(2) 第１条中君津市税条例第２４条の２第１項第３号及び第９５条第１項第１号並びに

附則第１１条の改正規定並びに第３条及び附則第３条の規定 平成２９年４月１日 

(3) 第２条、第４条及び第５条並びに次条及び附則第４条の規定 平成３１年１０月１
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日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 第２条の規定による改正後の君津市税条例（以下「新条例」という。）第２２条

並びに附則第１５条及び第１６条第１項の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日

以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法

人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に

開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の君津市税条例附則第１１条の規定は、平成２９年度

分の軽自動車税について適用する。 

第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第１条第３号に掲

げる規定の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の

環境性能割について適用する。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成３２年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用し、平成３１年度分までの軽自動車税については、なお

従前の例による。 
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君津市税条例等新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条による改正 君津市税条例（昭和４５年君津市条例第２７号）  

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第２４条の２ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第

１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しく

は金銭を支出した場合においては、法第３１４条の７第１項に規定

するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同項第

１号に掲げる寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金

額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」と

いう。）をその者の第２１条及び前条の規定を適用した場合の所得

割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が

当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に

相当する金額とする。 

第２４条の２ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第

１項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しく

は金銭を支出した場合においては、法第３１４条の７第１項に規定

するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同項第

１号に掲げる寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金

額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」と

いう。）をその者の第２１条及び前条の規定を適用した場合の所得

割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が

当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に

相当する金額とする。 

(1) ～(2) 省略 (1) ～(2) 省略 

(3) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の

２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、千葉

県内に主たる事務所を有する特定非営利活動促進法（平成１０年

法律第７号）第２条第３項に規定する認定特定非営利活動法人又

は千葉県内に主たる事務所を有する同条第４項に規定する特例認

定特定非営利活動法人に対する寄附金 

(3) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の

２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、千葉

県内に主たる事務所を有する特定非営利活動促進法（平成１０年

法律第７号）第２条第３項に規定する認定特定非営利活動法人又

は千葉県内に主たる事務所を有する同条第４項に規定する仮認定

特定非営利活動法人 に対する寄附金 

２ 省略 ２ 省略 

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） （身体障害者等に対する軽自動車税の減免） 

第９５条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動

車税を減免することができる。 

第９５条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動

車税を減免することができる。 
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(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」という。）

又は精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神障害者」とい

う。）が所有する軽自動車等（身体障害者          

 又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含

む。）で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者

（以下「身体障害者等」という。）のために当該身体障害者等と

生計を一にする者又は当該身体障害者等（身体障害者等のみで構

成される世帯の者に限る。）のために当該身体障害者等（身体障

害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者が

運転するもののうち、市長が必要と認めるもの（１台に限る。） 

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」という。）

又は精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神障害者」とい

う。）が所有する軽自動車等（身体障害者で年齢１８歳未満のも

の又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含

む。）で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者

（以下「身体障害者等」という。）のために当該身体障害者等と

生計を一にする者又は当該身体障害者等（身体障害者等のみで構

成される世帯の者に限る。）のために当該身体障害者等（身体障

害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者が

運転するもののうち、市長が必要と認めるもの（１台に限る。） 

(2) 省略 (2) 省略 

２～４ 省略 ２～４ 省略 

附 則 附 則 

 （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）  （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第４条の３ 省略 第４条の３ 省略 

第４条の３の２ 平成２２年度から平成４３年度までの各年度分の個

人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた

場合（居住年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１年から

平成３３年までの各年である場合に限る。）において、前条第１項

の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第６項（同

条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第２１条及び

第２４条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

第４条の３の２ 平成２２年度から平成４１年度までの各年度分の個

人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた

場合（居住年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１年から

平成３１年までの各年である場合に限る。）において、前条第１項

の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第６項（同

条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第２１条及び

第２４条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２～３ 省略 ２～３ 省略 

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例） 
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第１１条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対

する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」

という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年

度以後の年度分の軽自動車税に係る第８８条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１１条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対

する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」

という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年

度以後の年度分の軽自動車税に係る第８８条の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる   規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア     ３，９００円 ４，６００円 

６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

第８８条第２号ア ３，９００円 ４，６００円 

６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる ３輪以上の軽

自動車に対する第８８条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には、平成２９年度分  の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽

自動車に対する第８８条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる   規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア     ３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

第８８条第２号ア ３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げる ３輪以上の軽

自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項

において同じ。）に対する第８８条の規定の適用については、当該

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽

自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項

において同じ。）に対する第８８条の規定の適用については、当該
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軽自動車が平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には、平成２９年度分  の軽自

動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自

動車税に限り、次の表の左欄に掲げる   規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア     ３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

第８８条第２号ア ３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号に掲げる ３輪以上の軽

自動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第８８

条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２８年４月１日か

ら平成２９年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には、平成２９年度分  の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽

自動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第８８

条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日か

ら平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲

げる   規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

第２号ア     ３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

第８８条第２号ア ３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

第２条による改正 君津市税条例  

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第８条 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施 第８条 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施
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行規則」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検

査対象軽自動車又は２輪の小型自動車について天災その他やむを得

ない事由により種別割  を滞納している場合においてその旨とす

る。 

行規則」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検

査対象軽自動車又は二輪の小型自動車について天災その他やむを得

ない事由により軽自動車税を滞納している場合においてその旨とす

る。 

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） 

第１０条 納税者又は特別徴収義務者は、第３３条、第３９条、第 

４０条若しくは第４３条（第５４条において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）、第４４条の４第１項（第４４条の５

第３項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、

第４５条第１項（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書

に係る部分を除く。）、第５３条、第７４条、第８７条の６第１項、

第８９条第２項、第１０３条第１項若しくは第２項、第１０７条第

２項、第１１０条、第１３６条第１項又は第１４２条第３項に規定

する納期後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合におい

ては、当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長のあった

ときは、その延長された納期限とする。第１号、第２号及び第５号

において同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間に応じ、

年１４．６パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１

号から第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定める日

までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又

は納入書によって納入しなければならない。 

第１０条 納税者又は特別徴収義務者は、第３３条、第３９条、第 

 ４０条若しくは第４３条（第５４条において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。）、第４４条の４第１項（第４４条の５

第３項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、

第４５条第１項（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書

に係る部分を除く。）、第５３条、第７４条          、

第８９条第２項、第１０３条第１項若しくは第２項、第１０７条第

２項、第１１０条、第１３６条第１項又は第１４２条第３項に規定

する納期後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合におい

ては、当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長のあった

ときは、その延長された納期限とする。第１号、第２号及び第５号

において同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間に応じ、

年１４．６パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１

号から第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定める日

までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又

は納入書によって納入しなければならない。 

(1) 省略 (1) 省略 

(2) 第８７条の６第１項の申告書、第１０３条第１項若しくは第２

項の申告書又は第１３６条第１項の申告書に係る税額（第４号に

(2) 第１０３条第１項              若しくは第２

項の申告書又は第１３６条第１項の申告書に係る税額（第４号に
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掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間 

掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間 

(3) 第８７条の６第１項の申告書、第１０３条第１項若しくは第２

項の申告書又は第１３６条第１項の申告書でその提出期限後に提

出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその翌日

から１月を経過する日までの期間 

(3) 第１０３条第１項              若しくは第２

項の申告書又は第１３６条第１項の申告書でその提出期限後に提

出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその翌日

から１月を経過する日までの期間 

(4) ～(6) 省略 (4) ～(6) 省略 

（法人税割の税率） （法人税割の税率） 

第２２条 法人税割の税率は、１００分の６  とする。 第２２条 法人税割の税率は、１００分の９．７とする。 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第８６条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対し、当該３輪以上

の軽自動車の取得者に環境性能割によって、原動機付自転車、軽自

動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車（以下軽自動車税につ

いて「軽自動車等」という。）に対し、当該軽自動車等の所有者に

種別割によって課する。 

第８６条 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動

車及び２輪の小型自動車（以下軽自動車税について「軽自動車等」

という。）に対し、その所有者に課する。 

２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者には、法第４４３条

第２項に規定する者を含まないものとする。 

２ 軽自動車等の売買があった場合において、売主が当該軽自動車等

の所有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、

買主を当該軽自動車等の所有者とみなす。 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規定により種別割 

  を課することができない者である場合には、第１項の規定にか

かわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供す

る軽自動車等については、これを課さない。 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４３条   の規定によって軽自動

車税を課することができない者である場合においては      

    、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供す

るもの   については、これを課さない。 

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税の課税免除） 

第８７条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所

有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、

第８７条 次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動車税を課

さない。 
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買主を前条第１項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者（以下こ

の節において「３輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は軽自

動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

(1) 商品であって使用しない軽自動車等 

(2) 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち救急用のもの 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、

買主の変更があったときは、新たに買主となる者を３輪以上の軽自

動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課

する。 

３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以下この項において

「販売業者等」という。）が、その製造により取得した３輪以上の

軽自動車又はその販売のためその他運行（道路運送車両法第２条第

５項に規定する運行をいう。次項において同じ。）以外の目的に供

するため取得した３輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、

法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定を受けた場合（当該

車両番号の指定前に第１項の規定の適用を受ける売買契約の締結が

行われた場合を除く。）には、当該販売業者等を３輪以上の軽自動

車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した者が、当該３輪以

上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合に

は、当該３輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を３輪以上の軽

自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税

の範囲） 

第８７条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その

本来の事業の用に供するもので救急用のものに対しては、軽自動車

税を課さない。 

 （環境性能割の課税標準） 
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第８７条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得

のために通常要する価額として施行規則第１５条の１０に定めると

ころにより算定した金額とする。 

 （環境性能割の税率） 

第８７条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する

環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第４５１条第１項（同条第４項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるもの １００分の１ 

(2) 法第４５１条第２項（同条第４項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けるもの  １００分の２ 

(3) 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるもの  １００分の３ 

（環境性能割の徴収の方法） 

第８７条の５ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によら

なければならない。 

（環境性能割の申告納付） 

第８７条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号

に掲げる３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又

は日までに、施行規則第３３号の４様式による申告書を市長に提出

するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければなら

ない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）

は、法第４５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る時又は日までに、施行規則第３３号の４様式による報告書を市長

に提出しなければならない。 

（環境性能割に係る不申告等に関する過料） 
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第８７条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、

又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をし

なかった場合には、その者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定す

べき納期限は、その発付の日から１０日以内とする。 

（環境性能割の減免） 

第８７条の８ 市長は、公益のため直接専用する３輪以上の軽自動車

又は第９５条第１項各号に掲げる軽自動車等（３輪以上のものに限

る。）のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必

要な事項については、規則で定める。 

（種別割  の税率） （軽自動車税の税率） 

第８８条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率

は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第８８条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し

 、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 省略 (1) 省略 

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車 (2) 軽自動車及び小型特殊自動車 

ア 軽自動車 ア 軽自動車 

(ｱ) ２輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 ３，６００

    円 

２輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 ３，６００円 

(ｲ) ３輪のもの 年額 ３，９００円 ３輪のもの 年額 ３，９００円 

(ｳ) ４輪以上のもの ４輪以上のもの 

ａ 乗用のもの 乗用のもの 

営業用 年額 ６，９００円 営業用 年額 ６，９００円 

自家用 年額 １０，８００円 自家用 年額 １０，８００円 
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ｂ 貨物用のもの 貨物用のもの 

営業用 年額 ３，８００円 営業用 年額 ３，８００円 

自家用 年額 ５，０００円 自家用 年額 ５，０００円 

(ｴ) 専ら雪上を走行するもの 年額 ３，６００円 専ら雪上を走行するもの 年額 ３，６００円 

イ 小型特殊自動車 イ 小型特殊自動車 

(ｱ) 農耕作業用のもの 年額 ２，４００円 農耕作業用のもの 年額 ２，４００円 

(ｲ) その他のもの 年額 ５，９００円 その他のもの 年額 ５，９００円 

(3) 省略 (3) 省略 

（種別割  の賦課期日及び納期） （軽自動車税の賦課期日及び納期） 

第８９条 種別割  の賦課期日は、４月１日とする。 第８９条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日とする。 

２ 種別割  の納期は、５月１６日から同月３１日までとする。 ２ 軽自動車税の納期は、５月１６日から同月３１日までとする。 

（種別割  の徴収の方法） （軽自動車税の徴収の方法） 

第９１条 種別割  は、普通徴収の方法によって徴収する。 第９１条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって徴収する。 

（種別割  に関する申告又は報告） （軽自動車税に関する申告又は報告） 

第９２条 種別割  の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使

用者（以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。）は、

軽自動車等の所有者等となった日から１５日以内に、軽自動車及び

２輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号

の４の２様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の

所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の５様式による申告

書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければな

らない。 

第９２条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使

用者（以下本節 において「軽自動車等の所有者等」という。）は、

軽自動車等の所有者等となった日から１５日以内に、軽自動車及び

２輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号

の４様式  による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の

所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の５様式による申告

書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があっ

た場合においては、その事由が生じた日から１５日以内に、当該変

更があった事項について軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があっ

た場合においては、その事由が生じた日から１５日以内に、当該変

更があった事項について軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又
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は使用者にあっては施行規則第３３号の４の２様式による申告書、

原動機付自転車  及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっ

ては施行規則第３３号の５様式による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合に

ついては、この限りでない。 

は使用者については施行規則第３３号の４様式  による申告書並

びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者につい

ては施行規則第３３号の５様式による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合に

ついては、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等

でなくなった日から３０日以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車

の所有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の４の２様式によ

る申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者

にあっては施行規則第３４号様式による申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等

でなくなった日から３０日以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車

の所有者又は使用者については施行規則第３３号の４様式  によ

る申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者

については施行規則第３４号様式による申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

４ 第８７条第１項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽

自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求

があった場合には、規則の定めるところにより、当該請求のあった

日から１５日以内に、市長に対し、次の各号に掲げる事項を報告し

なければならない。 

４ 第８６条第２項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽

自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求

があった場合には、規則の定めるところにより、当該請求のあった

日から１５日以内に、市長に対し、次の各号に掲げる事項を報告し

なければならない。 

(1) ～(5) 省略 (1) ～(5) 省略 

（種別割  に係る不申告等に関する過料） （軽自動車税に係る不申告等に関する過料） 

第９３条 軽自動車等の所有者等又は第８７条第１項に規定する軽自

動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項に

ついて正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合において

は、その者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

第９３条 軽自動車等の所有者等又は第８６条第２項に規定する軽自

動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項に

ついて正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合において

は、その者に対し、１０万円以下の過料を科する。 

２～３ 省略 ２～３ 省略  

（種別割  の減免） （軽自動車税の減免） 

第９４条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、

種別割  を減免する      。 

第９４条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、

軽自動車税を減免することができる。 
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(1) ～(3) 省略 (1) ～(3) 省略 

２ 前項の規定によって種別割  の減免を受けようとする者は、納

期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及

び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由

を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者は、納

期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及

び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由

を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。 

(1) ～(8) 省略 (1) ～(8) 省略 

３ 第１項の規定によって種別割  の減免を受けた者は、その事由

が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければ

ならない。 

３ 第１項の規定によって軽自動車税の減免を受けた者は、その事由

が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければ

ならない。 

（身体障害者等に対する種別割  の減免） （身体障害者等に対する軽自動車税の減免） 

第９５条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要と認める

ものに対しては、種別割  を減免する      。 

第９５条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等         

  に対しては、軽自動車税を減免することができる。 

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」という。）

又は精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神障害者」とい

う。）が所有する軽自動車等（身体障害者又は精神障害者と生計

を一にする者が所有する軽自動車等を含む。）で、当該身体障害

者、当該身体障害者若しくは精神障害者（以下「身体障害者等」

という。）のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当

該身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限

る。）のために当該身体障害者等（身体障害者等のみで構成され

る世帯の者に限る。）を常時介護する者が運転するもの    

           （１台に限る。） 

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」という。）

又は精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神障害者」とい

う。）が所有する軽自動車等（身体障害者又は精神障害者と生計

を一にする者が所有する軽自動車等を含む。）で、当該身体障害

者、当該身体障害者若しくは精神障害者（以下「身体障害者等」

という。）のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当

該身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限

る。）のために当該身体障害者等（身体障害者等のみで構成され

る世帯の者に限る。）を常時介護する者が運転するもののうち、

市長が必要と認めるもの（１台に限る。） 

(2) 省略 (2) 省略 

２ 前項第１号の規定によって種別割  の減免を受けようとする者

は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする者

は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳
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（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定

により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付

を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項

において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めると

ころにより交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」

という。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 

２５年法律第１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害

者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」

という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条

の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一に

する者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯

の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項におい

て「運転免許証」という。）を提示するとともに、次の各号に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を

添付して、提出しなければならない。 

（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定

により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付

を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項

において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定めると

ころにより交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」

という。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 

２５年法律第１２３号）第４５条の規定により交付された精神障害

者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」

という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条

の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一に

する者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯

の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項におい

て「運転免許証」という。）を提示するとともに、次の各号に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を

添付して、提出しなければならない。 

(1) ～(6) 省略 (1) ～(6) 省略 

３ 第１項第２号の規定によって種別割  の減免を受けようとする

者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市長

が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合

には、当該書類の提出）をするとともに、前条第２項各号に掲げる

事項を記載した申請書を提出しなければならない。 

３ 第１項第２号の規定によって軽自動車税の減免を受けようとする

者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市長

が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合

には、当該書類の提出）をするとともに、前条第２項各号に掲げる

事項を記載した申請書を提出しなければならない。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって種別割  の減免を

受けている者について準用する。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって軽自動車税の減免を

受けている者について準用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） 

第９６条 省略 第９６条 省略 

２ 法第４４５条若しくは第８７条の２ 又は第８６条第３項ただし ２ 法第４４３条若しくは第８７条第２号又は第８６条第３項ただし
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書の規定によって種別割  を課することのできない原動機付自転

車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が

市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から 

１５日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該

原動機付自転車又は小型特殊自動車を提示して、その車体に取り付

けるべき標識の交付を受けなければならない。種別割  を課され

るべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第４４５条若しくは

第８７条の２ 又は第８６条第３項ただし書の規定によって種別割

  を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又

は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とす

る。 

書の規定によって軽自動車税を課することのできない原動機付自転

車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が

市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から 

１５日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該

原動機付自転車又は小型特殊自動車を提示して、その車体に取り付

けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車税を課され

るべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第４４３条若しくは

第８７条第２号又は第８６条第３項ただし書の規定によって軽自動

車税を課されないこととなったときにおける当該原動機付自転車又

は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とす

る。 

３～６ 省略 ３～６ 省略 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、当該原動

機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しない

こととなったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有

し、若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車

又は小型特殊自動車に対して種別割  が課されることとなったと

きは、その事由が発生した日から１５日以内に、市長に対し、その

標識及び証明書を返納しなければならない。 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、当該原動

機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しない

こととなったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有

し、若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車

又は小型特殊自動車に対して軽自動車税が課されることとなったと

きは、その事由が発生した日から１５日以内に、市長に対し、その

標識及び証明書を返納しなければならない。 

８～９ 省略 ８～９ 省略 

附 則  

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１０条の１１ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、

第１章第２節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の

賦課徴収の例により、行うものとする。 

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 
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第１０条の１２ 市長は、当分の間、第８７条の８の規定にかかわら

ず、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するも

のとして市長が定める３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税

の環境性能割を減免する。 

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

第１０条の１３ 第８７条の６の規定による申告納付については、当

分の間、同条中「市長」とあるのは、「県知事」とする。 

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

第１０条の１４ 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関

する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第２９条

の１６第１項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付

する。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１０条の１５ 営業用の３輪以上の軽自動車に対する第８７条の４

の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

第１号 １００分の１ １００分の０.５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 

２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第８７条の４（第３号に係

る部分に限る。）の規定の適用については、同号中「１００分の３」

とあるのは、「１００分の２」とする。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税    の税率の特例） 

第１１条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対 第１１条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対
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する当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する    

   車両番号の指定                    

     を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第８８条の規定の適用

については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」

という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年

度以後の年度分の軽自動車税    に係る第８８条の規定の適用

については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(ｲ) ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア(ｳ)a ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア(ｳ)b ３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

第２号ア ３，９００円 ４，６００円 

６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

 ２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自

動車に対する第８８条の規定の適用については、当該軽自動車が平

成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には、平成２９年度分の軽自動車税に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア ３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自

動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項に

おいて同じ。）に対する第８８条の規定の適用については、当該軽

自動車が平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に
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初回車両番号指定を受けた場合には、平成２９年度分の軽自動車税

に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア ３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自

動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第８８条

の規定の適用については、当該軽自動車が平成２８年４月１日から

平成２９年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は、平成２９年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

第２号ア ３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

（法人税割の税率） （法人税割の税率） 

第１５条 昭和５１年４月１日から平成３２年３月３１日までの間に

終了する事業年度の法人税割の税率は、第２２条の規定にかかわら

ず１００分の８．４ とする。 

第１５条 昭和５１年４月１日から平成３２年３月３１日までの間に

終了する事業年度の法人税割の税率は、第２２条の規定にかかわら

ず１００分の１２．１とする。 

（小規模法人等に対する課税の特例） （小規模法人等に対する課税の特例） 
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第１６条 次の各号に掲げる法人等（法人及び法人でない社団又は財

団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。）に対

する各事業年度における法人税割額は、前条の規定を適用して計算

した法人税割額から、当該法人税割額に次の各号に掲げる法人等の

区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額に相当す

る額を控除した金額とする。 

第１６条 次の各号に掲げる法人等（法人及び法人でない社団又は財

団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。）に対

する各事業年度における法人税割額は、前条の規定を適用して計算

した法人税割額から、当該法人税割額に次の各号に掲げる法人等の

区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額に相当す

る額を控除した金額とする。 

(1) 資本金等の額（法人税法第２条第１６号に規定する資本金等の

額又は同条第１７号の２に規定する連結個別資本金等の額をい

う。以下同じ。）が５千万円未満である法人、資本金の額若しく

は出資金の額を有しない法人（保険業法に規定する相互会社を除

く。）又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人

の定めのあるもの ８．４分の２．４  

(1) 資本金等の額（法人税法第２条第１６号に規定する資本金等の

額又は同条第１７号の２に規定する連結個別資本金等の額をい

う。以下同じ。）が５千万円未満である法人、資本金の額若しく

は出資金の額を有しない法人（保険業法に規定する相互会社を除

く。）又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人

の定めのあるもの １２．１分の２．４ 

(2) 資本金等の額が５千万以上１億円未満の法人 ８．４分の 

１．２ 

(2) 資本金等の額が５千万以上１億円未満の法人 １２．１分の 

１．２ 

２ 省略 ２ 省略 

第３条による改正 君津市税条例等の一部を改正する条例（平成２６

年君津市条例第１７号） 

附 則 附 則 

 （軽自動車税に関する経過措置）  （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 省略 第３条 省略 

第４条 省略 第４条 省略 

第５条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０条

第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動

車に対して課する軽自動車税に係る君津市税条例第８８条及び附則

第５条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０条

第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動

車に対して課する軽自動車税に係る新条例第８８条及び新条例附則
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第１１条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

第１１条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる    

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

   第８８条

第２号ア 

３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

    附則第

１１条第１項の

表以外の部分 

第８８条 君津市税条例等の一部を改

正する条例（平成２６年君

津市条例第１７号。以下こ

の条において「平成２６年

改正条例」という。）附則

第５条の規定により読み替

えて適用される第８８条 

附則第１１条第

１項の表第２号

アの項 

第２号ア 平成２６年改正条例附則第

５条の規定により読み替え

て適用される第８８条第２

号ア 

３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

新条例第８８条

第２号ア 

３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

新 条 例 附 則 第

１１条第１項の

表以外の部分 

第８８条 君津市税条例等の一部を改

正する条例（平成２６年君

津市条例第１７号。以下こ

の条において「平成２６年

改正条例」という。）附則

第５条の規定により読み替

えて適用される第８８条 

新 条 例 附 則 第

１１条第１項の

表第８８条第２

号アの項 

第８８条第２号ア 平成２６年改正条例附則第

５条の規定により読み替え

て適用される第８８条第２

号ア 

３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 
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第４条による改正 君津市税条例等の一部を改正する条例(平成２６

年君津市条例第１７号) 

附 則 附 則 

 （軽自動車税に関する経過措置）  （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 省略 第３条 省略 

第４条 省略 第４条 省略 

第５条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０条

第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動

車に対して課する軽自動車税の種別割に係る君津市税条例第８８条

及び附則第１１条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

第５条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０条

第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動

車に対して課する軽自動車税    に係る君津市税条例第８８条

及び附則第１１条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる

同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

第８８条第２号

ア(ｲ) 

３，９００円 ３，１００円 

第８８条第２号

ア(ｳ)a
６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

第８８条第２号

ア(ｳ)b
３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１１条 第８８条 君津市税条例等の一部を改

正する条例（平成２６年君

津市条例第１７号。以下こ

の条において「平成２６年

改正条例」という。）附則

第５条の規定により読み替

えて適用される第８８条 

附則第１１条の第２号ア(ｲ) 平成２６年改正条例附則第

第８８条第２号

ア 

３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

附則第１１条第

１項の表以外の

部分 

第８８条 君津市税条例等の一部を改

正する条例（平成２６年君

津市条例第１７号。以下こ

の条において「平成２６年

改正条例」という。）附則

第５条の規定により読み替

えて適用される第８８条 

附則第１１条第第２号ア 平成２６年改正条例附則第
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表第２号ア(ｲ)の

項 

５条の規定により読み替え

て適用される第８８条第２

号ア(ｲ) 

３，９００円 ３，１００円 

附則第１１条の

表第２号ア(ｳ)a

の項

第２号ア(ｳ)a 平成２６年改正条例附則第

５条の規定により読み替え

て適用される第８８条第２

号ア(ｳ)a 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

附則第１１条の

表第２号ア(ｳ)b

の項

第２号ア(ｳ)b 平成２６年改正条例附則第

５条の規定により読み替え

て適用される第８８条第２

号ア(ｳ)b 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

１項の表第２号

アの項 

５条の規定により読み替え

て適用される第８８条第２

号ア 

３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

第５条による改正 君津市税条例等の一部を改正する条例（平成２７

年君津市条例第２３号） 

附 則 附 則 

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 省略 第５条 省略 

２～６ 省略 ２～６ 省略 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項か

ら前項までに規定するもののほか、君津市税条例第１０条、第 

１０３条第４項及び第５項、第１０５条の２並びに第１０６条の規

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項か

ら前項までに規定するもののほか、君津市税条例第１０条、第 

１０３条第４項及び第５項、第１０５条の２並びに第１０６条の規
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定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

省略 

第１０条第３号 第８７条の６第１項の申

告書、第１０３条第１項

若しくは第２項の申告書

又は第１３６条第１項の

申告書でその提出期限 

平成２７年改正条例附則

第５条第６項の納期限 

省略 

省略 

第１０条第３号 第１０３条第１項   

若しくは第２項の申告書

又は第１３６条第１項の

申告書でその提出期限 

平成２７年改正条例附則

第５条第６項の納期限 

省略 

８～１４ 省略 ８～１４ 省略 


